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昭
和

六
十
三
年
四
月
十
九
日
提
出 

質

問

第

二

七

号 

  

右
の
質
問
主
意
書
を
提
出
す
る
。 

主
意
書 

一
九
四
九
年
八
月
一
二
日
の
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
四
条
約
に
追
加
さ
れ
る
議
定
書
の
加
入
に
関
す
る
質
問 

昭
和
六
十
三
年
四
月
十
九
日 

衆 

議 

院 

議 

長 

福 

田 
 

一
殿 

提 

出 

者 
 

渡 

部 

行 

雄 

 

一 

 



 

四
、
戦
時
に
お
け
る
文
民
の
保
護
に
関
す
る
一
九
四
九
年
八
月
一
二
日
の
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
条
約 

三
、
捕
虜
の
待
遇
に
関
す
る
一
九
四
九
年
八
月
一
二
日
の
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
条
約 

に
加
入
を
求
め
ら
れ
て
参
加
し
、
今
日
に
至
つ
て
い
る
。 

一
、
戦
地
に
あ
る
軍
隊
の
傷
者
及
び
病
者
の
状
態
の
改
善
に
関
す
る
一
九
四
九
年
八
月
一
二
日
の
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
条 

 

約 

二
、
海
上
に
あ
る
軍
隊
の
傷
者
、
病
者
及
び
難
船
者
の
状
態
の
改
善
に
関
す
る
一
九
四
九
年
八
月
一
二
日
の
ジ
ュ 

 
 

ネ
ー
ヴ
条
約 

 
我
が
国
は
講
和
独
立
に
際
し
、
一
九
四
九
年
八
月
一
二
日
の
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
四
条
約
、
即
ち 

主
意
書 

一
九
四
九
年
八
月
一
二
日
の
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
四
条
約
に
追
加
さ
れ
る
議
定
書
の
加
入
に
関
す
る
質
問 

三 

 



 

我
が
国
は
、
平
和
憲
法
の
下
、
国
際
紛
争
の
解
決
の
手
段
と
し
て
交
戦
権
を
放
棄
し
て
お
り
、
再
び
戦
争
を
起 

 
 

こ
す
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
が
、
国
際
社
会
の
一
員
と
し
て
、
こ
の
議
定
書
に
加
入
し
、
戦
禍
が
市
民
に
及
ば
な 

 
 

い
よ
う
努
め
る
こ
と
は
国
家
の
当
然
の
義
務
と
思
料
す
る
。 

か
つ
て
、
我
が
国
は
、
一
九
二
九
年
捕
虜
の
待
遇
に
関
す
る
条
約
を
批
准
す
る
こ
と
な
く
大
戦
に
突
入
し
、
戦 

 
 

争
の
災
禍
を
拡
大
し
た
痛
恨
の
過
去
を
持
つ
て
い
る
。 

こ
の
四
条
約
は
そ
の
後
、
一
九
七
七
年
に
第
一
議
定
書
及
び
第
二
議
定
書
を
追
加
し
、
人
道
法
則
の
一
層
の
実 

 
 

現
を
目
指
し
て
、
戦
争
の
方
法
と
制
限
及
び
一
般
住
民
の
保
護
等
を
強
化
補
充
し
て
い
る
。 

一 

内
閣
が
こ
れ
ま
で
、
前
記
議
定
書
の
加
入
を
見
合
わ
せ
て
い
る
の
は
い
か
な
る
理
由
に
よ
る
も
の
か
。 

二 

加
入
を
見
合
わ
せ
て
い
る
理
由
が
議
定
書
の
内
容
に
よ
る
も
の
と
す
れ
ば
、
そ
の
条
項
の
改
正
が
な
い
限
り 

 

加
入
で
き
な
い
と
考
え
る
の
か
。 

従
つ
て
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。 

四 

 



 

 

五 

右
質
問
す
る
。 


